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危険物施設の検査に係る審査の委託について 

 

 標記については、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）

等において、国民負担の軽減、財政支出の削減、事務・事業の効率化等の観点か

ら、民間参入を促進することとされているところです。 

 消防法においては、同法第１１条第２項に規定する市町村長等が、危険物施設

の検査に係る技術的な審査を危険物保安技術協会以外の機関に委託することは、

「保安四法に係る検査主体の相互乗り入れに係る審査機関の基準等について」（平

成１２年１２月１９日付け消防危第１１８号。以下「平成１２年通知」という。）

でもお示ししているとおり、可能ですので、改めてお知らせします。 

 また、審査を委託する機関の要件については、平成１２年通知の「Ⅰ 審査機

関の基準」でお示ししているとおりですので、委託機関（高圧ガス保安法の指定

検査機関又は労働安全衛生法の検査代行機関を含む。）を選択する際の参考として

ください。 

 なお、貴都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この

旨周知されるようお願いします。 

 

 


